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令和6年度仮係数に基づく東京都の保険料等算定結果について



法定の繰入金・その他の収入(13.7億円)

都補助金（223.4億円）

区一般会計等

東京都

東京都

国保険基盤安定繰入金（21.5億円）

国民健康保険料

（98.4億円）
被保険者 東京都への

納付金(133.4億円)

保険給付費（217.9億円）
※療養給付費、療養費、高額療養費

、各種給付費など

保健事業費・人件費・事務費等その他（14.5億円）

法定外の繰入金（13.0億円） 区一般会計

区一般会計

１. 国民健康保険特別会計 令和４年度決算と財源構成

令和6年度仮係数に基づく東京都の保険料等算定結果について

歳入 歳出財源構成

●前年度よりも会計規模が歳出で約3.2％（約11.2億円）の増であり、東京都への納付金の大幅な増加 (前年度
比較：約9.3億円、約7.5%)が影響している。

●歳入・歳出の差額約4.2億円は令和5年度会計に繰越し、都補助金の精算を行っている。

都補助金のうち、
約75％は国が負担
し、都を補助する。

特別会計における
いわゆる「赤字」
の補てん分

保険料の均等割額の
減額に要する金額の
公費負担分

①低所得者軽減
‣繰入額：21.2億円
‣対象者：37,143人（43.9％）

②未就学児均等割保険料軽減
‣繰入額：0.3億円
‣対象者：1,755人

※令和4年4月1日時点
被保険者数：84,690人

※カッコは被保険者数に対する割合

医療費等。保険給付
費は、原則として、
東京都が補助金によ
り全額負担する。

‣医療給付費 約７割
‣後期高齢者支援金約２割
‣介護保険 約１割

被保険者が保険料と
して負担する金額相
当分。区市町村ごと
に、被保険者数、所
得状況、医療費の実
績等から都が算定し、
決定する。

370.0億円 365.8億円
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２. 保険料率の算定方法

●保険料率・均等割保険料は、「被保険者数」、「1人当たり平均所得金額（賦課限度額控除後の国保保険料
算定に用いる所得の平均金額）」の推測値に基づいて、上記の計算式で算出される。

●保険料負担を現在よりも小さくするためには、東京都の納付金算定の根拠である医療費を削減すること、及
び、上記の「金額Ａ・Ｂ」に影響がある公費（補助金等）が増額されることが必要である。

所得割分

（Ｂ×５８%）
均等割分

（Ｂ×４２%）

東京都が算定・決定する納付金の
特別区（２３区）合算額

賦課総額
（Ａ＋【加算項目】－【減算項目】）

医療分、後期支援
分、介護納付分
それぞれで算定

Ａ

Ｂ

Ｃ Ｄ

均等割
保険料

所得割分
Ｃ

納付金（A）に法に基づく補助金
等を反映し、賦課総額（B）を算出
する。

【加算項目】
保健事業費、出産育児諸費、葬祭

諸費等

【減算項目】
保険者努力支援制度、出産育児一

時金、特定健康診査等負担金等

１人当たり
平均所得
金額

特別区の
被保険者数××

保険料率

＝

＝
保険料率 所得割分

Ｃ

＝ ÷
特別区の
被保険者数

方程式を整えると…

÷
１人当たり
平均所得
金額

特別区の
被保険者数×( )

均等割分
Ｄ

※賦課割合 ５８：４２（都Ｒ５本算定値より）

所得割保険料率の算定方法 均等割保険料の算定方法

※賦課割合
所得割と均等割の割合は、

全国平均所得水準の場合、
50：50とし、特別区の所得水
準と比較し割合を調整すると
特別区は、58：42となる。
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３.令和６年度「仮係数」に基づく納付金算定(東京都算定)

●左の図表は、国が示した令和6年度の「仮係数」を用いて東京都が算定した納付金総額等の結果と前年との
比較。

●東京都の被保険者数は4.5％減であるが、1人当たり給付費等が3.2％増であり、納付金総額は1.5%増と推計
している。1人当たり納付金額については、5.3%増と推計している。

●納付金総額には、令和3年度、令和4年度に取崩した財政安定化基金の償還分55億円が含まれる。
●右側の表は、新宿区の対前年比較。納付金総額の増加に伴い、仮算定に基づく「1人当たり納付金額」は
3.3％の増加である。

【令和5年度第2回東京都国民健康保険運営協議会資料より】

○新宿区納付金総額（仮算定）

○東京都納付金総額（仮算定）
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●令和6年度と令和5年度の1人当たり保険料の試算を比較すると、伸び率は、東京都が5.9％、新宿区は3.8％
増加する試算となっている。

●保険料均等割軽減など、公費投入分が減額されていない「1人当たり保険料」であるが、この数値の前年度
との比較から、被保険者数、医療費、所得の動向を踏まえた令和6年度保険料率を推測することができる。
仮係数に基づく算定によると保険料は4～6％程度上昇することになる。

●なお、令和5年度特別区基準保険料率の改定にあたり、1人当たり保険料に対し、特別区独自に△5.98％の
負担抑制を実施しているため、令和6年度保険料算定額は仮係数に基づく東京都の算定結果以上に増加する
ことが見込まれる。

４.令和６年度１人当たり保険料の算定結果(東京都算定)

○令和６年度仮係数に基づく１人当たり保険料算定額と
令和５年度確定係数に基づく１人当たり保険料算定額の比較

※法定外繰入による軽減を行っていないと仮定した保険料額であり実際の保険料額とは異なる。
※介護保険第2号被保険者（40～64歳）の平均保険料を算定したものであり、全被保険者の平均
保険料の算定とは異なる。
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令和６年度仮係数に

基づく保険料算定額

令和５年度確定係数に

基づく保険料算定額
伸び率

東京都 191,496円 180,856円 5.9%

新宿区 192,061円 185,073円 3.8%

【令和5年度第2回東京都国民健康保険運営協議会資料より】
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５.国民健康保険制度の見直しに関する提言について

令和6年度仮係数に基づく東京都の保険料等算定結果について
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